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（参考）指定湖沼について
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすく、河川や海域に比べて環境基準の

達成率が低い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の
水質汚濁については、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分でないこと等に
かんがみ、昭和５９年に湖沼水質保全特別措置法が制定され、昭和６０年３月から施行さ
れている。
同法に基づく指定湖沼は、環境基準が達成されていない又は達成されないこととなるお

それが著しい湖沼であって、利水状況、汚濁の推移等から水質保全施策を総合的に講ずる
必要があると認められる湖沼について、指定することができるものとなっている。
これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の１０湖沼が指定湖沼として指定され、策定された湖沼

水質保全計画に基づき、下水道整備、工場排水、生活排水に対する規制等各種施策が実施
されている。




